
 

 

 

青 畜 号 外  

令和４年１２月１５日  

 

 

報道機関各位 

 

青森県農林水産部畜産課長 

（公 印 省 略） 

 

 

横浜町における高病原性鳥インフルエンザ発生に係る 

移動制限区域の解除及び消毒ポイントの終了について 

 

 

このことについて、移動制限区域内の５農場において、異常がないことを確認し、農

林水産省と協議した結果、下記のとおり移動制限を解除することとしたので、お知ら

せします。 

 

記 

 

１ 移動制限区域の解除 

令和４年１２月１６日（金）０時をもって解除 

 

２ 消毒ポイントの終了 

移動制限区域の解除に伴い、同区域内及び周辺に設置している２か所全ての消毒

ポイントの運営を終了 

 

 

 

 
報道機関用提供資料 

担当課 

担当者 

農林水産部畜産課衛生・安全グループ 

副参事 田中 慎一 

電話番号 

直通  ０１７－７３４―９４９８ 

内線 ４８１８ 

報道監 
農林水産部 

次長 成田 澄人（内線：４９６７） 

時間外投げ込み 



消毒ポイントリスト

移動制限区域

設置県 No. 施設等名称 住所 対象車両 備考

青森県 ② 南地区交流センター 青森県横浜町吹越82-1 R4.12.16 0時［終了］

青森県 ③ 七戸畜協雲雀平牧場入口 青森県野辺地町字向田 R4.12.16 0時［終了］

搬出制限区域

設置県 No. 施設等名称 住所 対象車両 備考

青森県 ① 横浜町除雪ステーション 青森県横浜町字林ノ後 畜産関係車両 R4.12.9 18時［終了］

畜産関係車両



①

②

③

消毒ポイント

国土地理院https://www.gsi.go.jp/を基に農水課作成

移動制限（ 3 km）
搬出制限（10 km）

今回終了

令和４年12月９日
18時終了
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